
久留米大学附設高等学校創立75周年・中学校創立55周年

記念事業募金趣意書

100年を見据えて
より強くより確かな進歩
～ progressus fortior et certior ～



拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

　皆様には平素よりご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて　久留米大学附設高等学校は１９５０年（昭和２５年）に創立され、２０２５年（令和７年）に７５周年を

迎えることになります。この間、１９６９年（昭和４４年）には久留米大学附設中学校を併設、２００５年

（平成１７年）には男女共学を開始し、今では中高完全共学化を果たしております。こうして共学の中高

一貫教育校として幾多の優れた人材を輩出し、社会に大きく貢献しながら今日を迎えているところであり、

これも偏に皆様をはじめ関係各位のご理解とご協力の賜であり、深く感謝申し上げる次第であります。

上記のように本校は２０２５年（令和７年）に高校創立７５周年を迎え、中学併設後は５５年が経過する

ことになりますが、これを機に本校の新たな発展を図るため、記念事業を実施すべく準備を進めている

ところであります。

学校環境整備事業として、大学の事業予算による校舎建設（新特別教室棟と第二体育館）が

決定している他、中学寮の建設も予定しております。これに加えグラウンド脇のいわゆる「憩いの森」の

整備等の設備の増強も予定しております。また、２０２５年（令和７年）１１月２日には記念式典や

シンポジウムを挙行し、周年史の発行等を計画しております。

かかる校舎建設以外の記念事業を実施するには、相応の財源が必要であり、この事業の完遂の

ためには皆様方のご協力を仰がなければならないと思惟しております。

　つきましては、現下の厳しい経済情勢の中で誠に恐縮ですが、記念事業を成功させ、本校が一層の

発展をいたしますよう皆様のご援助をお願いする次第であります。

　何卒この趣旨にご賛同いただきご援助賜りますようお願いいたします。

　最後になりましたが、皆々様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。
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附設募金特設サイトはこちらのQRコードから

創立記念事業

● 新特別教室棟建設
● 第二体育館建設　　　　　　　　　　　  
● 中学寮建設
●「憩いの森」整備
● 第二体育館の緞帳
● 校内外灯整備
● 周年誌発行
● 記念式典、シンポジウム、
　 祝賀会等

創立記念事業募金 要項

可能な限り指定の振込用紙をご利用ください。
福岡銀行の本支店窓口から同封の振込用紙をご使用になると、
振込手数料は無料です。
三井住友銀行については、ペーパーレス移行によりインター
ネットバンキングのみの振込となります。お振込後は、必ず寄付
申込書を久留米大学総合企画課基金推進室にご提出願います。
ゆうちょ銀行の窓口または ATM で同封の払込取扱票をご使用
になると、郵便振替の手数料は無料です。ただし、現金送金の
場合は、加算料金 110 円をご負担いただくことになります。
寄付金をお持ちいただく場合は附設事務室にて承ります。

※
※

※

※

※

①個人の方の場合（下のいずれかの方法をお選びください） 金融機関 本・支店名 口座番号

同封の振込(払込)用紙は、寄付申込書(個人用)を
兼ねています。
所定の事項をご記入の上、銀行または郵便局にて
お振込ください。 

普通預金
3078966

普通預金
1256981

郵便振替口座
01700－4－173807

ゆうちょ銀行
（郵便局）

クレジットカード・コンビニエンスストア・
Pay-easyから決済方法を選択できます。
詳しくは募金特設サイト（QRコード）をご覧
ください。

②会社等法人の方の場合

振込 ( 払込 ) 用紙は個人の方と共通です。ただし、「インターネットに
よる申込」はお受けしておりませんのでご了承ください。 

「受配者指定寄付金制度」をご利用の場合、寄付申込書（様式 1-1）をご
記入の上、返信用封筒にて総合企画課（基金推進室）へお送りください。 

「特定公益増進法人に対する寄付金」としてのご寄付の手続き方法は
個人の方の場合と同じです。

（1）申請および振込（払込）

※振込（払込）用紙及び寄付申込書は附設事務室へご連絡いただくか、
　下記ホームページよりご請求ください。

金融機関
からの
お振込

インターネット
による
お申込

福岡銀行

三井住友銀行

久留米営業部

久留米支店

【口座名】
ｸﾙﾒﾀﾞｲｶﾞｸﾌｾﾂｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳｷﾈﾝｼﾞｷﾞｮｳﾎﾞｷﾝ

久留米大学附設高等学校中学校記念事業募金

【寄付者区分】
寄付者の氏名や学校との関係、匿名希望有無
卒業生氏名＋回生（附設太郎２３、フセツタロウ２３）
保護者氏名＋学年（附設花子中２、フセツハナコチュウ２）

（2）指定金融機関

● 募金目標額　　1億円

● 募　金　額　　個　　　人 ・・・・・・・・・・・・・ 1口　1万円を  2口以上 ※2口未満のご寄付についても、ありがたくお受けいたします。

　 　　　　　　　会社等法人 ・・・・・・・・・・・・・ 1口　1万円を10口以上

● 募 集 期 間　　令和5年7月16日から令和8年3月31日

● ご寄付の手続方法

附設 検 索

附設HPのトップ画面から募金特設サイトへ



税制上の優遇措置

ご厚意へ感謝の気持ちをこめて

本学は、文部科学省から「特定公益増進法人の証明書」の交付を受けており、ご寄付いただきました金額は個人の所得から控除され、
税制上の優遇措置を受けることができます。

「所得控除」と「税額控除」のどちらか一方の制度をご選択できます。総合企画課から送付する書類を、確定申告の際にご提出いただき、
所得税の控除を受けてください。

● 個人住民税
本校へのご寄付は所得税の寄付金控除の対象であるため、住所地の各都道府県・各市町村の条例により指定された場合、個人住民
税が優遇措置の対象となります。
上記所得税の確定申告書を提出された場合は、個人住民税の申告は不要です。

※インターネットによるご寄付の場合、寄付金の受領は収納機関から本校へ入金された日となり、お申込みされた日から 2 ～ 3 ヶ月を要すること
があります。11 ～ 12 月までにお申込みいただいたご寄付にかかる寄付金控除は、お申込みを受けた年の翌年の控除となる場合がありますので、
予めご了承ください。

※お預りした寄付金は総合企画課にて月ごとに取りまとめた上、事業団へ送金いたします。寄付金受領書の受領日は事業団が受領した日となり、お
手元に届くまで約 2 ヶ月かかります。年度末、または決算日近くにご寄付をご予定の場合は、お早目に総合企画課（基金推進室）へご連絡ください。

・

・

・

・

・

・

＜会社等法人の方＞

● 法人税
特定公益増進法人に対する寄付金は、総合企画課から「特定公益増進法人の証明書 ( 写 )」と領収証を送付いたします。
次の (1) もしくは (2) のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
　(1) 特定公益増進法人 ( 久留米大学 ) に対する寄付金の合計
　(2) 特別損金算入限度額  〔資本金の額 ×( 当期の月数 /12)×0.375%+ 所得の金額 ×6.25%〕×1/2
日本私立学校振興・共済事業団 ( 事業団 ) の「受配者指定寄付金制度」を利用されますと、寄付金の全額をその当該事業年度の損金
に算入することができます。詳しくは、募金特設サイトの税制上の優遇措置をご覧ください。

＜個人の方＞

● 所得税

● 寄 付 者 情 報 の 公 表

● 寄 付 者 銘 板 の 設 置

● 記念式典へのご招待
　 および記念品の贈呈
● 感 謝 状 の 贈 呈

創立記念事業募金芳名録を作成します。また、大学広報誌および募金特設サイトにて寄付者情報を公表させて
いただきます。

募金期間内に、ご寄付を賜りました方を対象に、ご芳名を刻んだ銘板を設置し、感謝をこめて末永く顕彰させて
いただきます。
※芳名録、広報誌、銘板等への掲載につきましては、ご了承をいただいた方のみとさせていただきます。

個人として合計 10 万円以上、法人及び団体として合計 100 万円以上のご寄付を賜りました方を対象に、
久留米大学附設創立記念式典へご招待し、記念品を贈呈いたします。

大口のご寄付を賜りました方へ感謝状を贈呈いたします。

寄付情報の取り扱い / お問い合わせ先

● 寄付情報の取り扱い　ご寄付いただいた方の個人情報は厳重に管理し、当該目的以外に使用することはありません。

● 住所： 〒839-0862 福岡県久留米市野中町 20-2
　　久留米大学附設高等学校・中学校 事務室 　電話：0942-44-2222　Email：fusetsu@kurume-u.ac.jp
　　後援会事務局    　電話：0942-45-3788
　　同窓会事務局    　電話：0942-45-3788　Email：jimukyoku@fusetsu-dosokai.com

● 住所： 〒830-0011　福岡県久留米市旭町 67
　　久留米大学　総合企画課（基金推進室）　 　電話：0942-31-7530　Email：kikin@kurume-u.ac.jp

税 額
控 除

所 得
控 除・所得税額の25%が限度

・※寄付金額は年間総所得額等の40%が限度
・確定申告書類：「税額控除に係る証明書(写)」

「領収証」

（年間の寄付金額※－2 千円）×40%を
所得税額から控除

年間の寄付金額※－2千円を
課税所得金額から控除

・※寄付金額は年間総所得額等の40%が限度
・確定申告書類：「特定公益増進法人の証明書(写)」

「領収証」


